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in
fo
rm
a
tio
n

お
知
ら
せ

 　

同
セ
ン
タ
ー
の
運
営
や
活
動
に

関
し
て
検
討
・
審
議
し
ま
す
。

 

２
人
（
選
考
）

 

市
内
在
住
で
、
令
和
３
年
４
月

１
日
現
在　

歳
以
上
の
方

１８

■
任
期
委
嘱
日
か
ら
２
年
間

■
報
酬
１
万
円
（
１
回
）

 

▽
市
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等

の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽
小

論
文
は
返
却
し
ま
す
▽
選
考
基

準
・
方
法
等
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

 

２
月　

日
（
消
印
有
効
）
ま
で

１２

に
、
直
接
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
小

論
文
（　

字
以
内
・
課
題
＝
「
小

８００

金
井
市
に
お
け
る
子
育
て
と
子
ど

も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
役
割
に

つ
い
て
」
）・
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を
明
記

し
、
同
セ
ン
タ
ー
（
〒　

儿
０
０

１８４

１
５
貫
井
北
町
５
儿　

儿　

☎　

１８

１８

０４２

儿　

儿
３
１
６
１ 
　

儿　

儿
３

３２１

０４２

３２１

１
９
０
）
へ

 　

公
共
施
設
の
現
状
を
踏
ま
え
た

計
画
的
な
修
繕
等
の
実
施
体
制
を

計
画
す
る
た
め
、
各
計
画
案
を
作

成
し
ま
し
た
。

 

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、

子
ど
も
家
庭

　
　

支
援
セ
ン
タ
ー

運
営
協
議
会
委
員
募
集

定対他申

FAX

公
共
施
設
個
別
施
設
計
画

（
案
）お
よ
び
社
会
教
育
関
係

施
設
個
別
施
設
計
画（
案
）策

定
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
募
集

対

市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
を
有
す

る
法
人
ま
た
は
そ
の
他
の
団
体

■
公
開
・
募
集
期
間
２
月
４
日

（
木
）
～
３
月
３
日
（
水
）

■
公
開
場
所
提
出
先
窓
口
、
市
役

所
第
二
庁
舎
１
階
受
付
、
情
報
公

開
コ
ー
ナ
ー（
同
６
階
）、主
な
市

内
公
共
施
設
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

■
検
討
結
果
の
公
表
等
３
月
（
予

定
）
※
検
討
結
果
と
意
見
内
容
を

公
表
し
ま
す
。
意
見
へ
の
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ
ん

■
提
出
方
法
募
集
期
間
内
に
、
住

所
・
氏
名
・
意
見
を
明
記
し
、
直

接
、
郵
送
（
必
着
）
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、

各
提
出
先
窓
口
へ

■
提
出
先 

公
共
施
設
個
別
施
設

計
画
に
つ
い
て
＝
企
画
政
策
課
企

画
政
策
係
（
〒　

儿
８
５
０
４
住

１８４

所
不
要
・
市
役
所
本
庁
舎
２
階
☎

　

儿　

儿
９
８
０
０ 
　

儿　

儿

０４２

３８７

０４２

３８７

１
２
２
４
）
、
社
会
教
育
関
係
施

設
個
別
施
設
計
画
に
つ
い
て
＝
生

涯
学
習
課
生
涯
学
習
係
（
〒　

儿
１８４

８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第

二
庁
舎
７
階
☎　

儿　

儿
９
８
７

０４２

３８７

９ 
　

儿　

儿
１
１
３
３
）

０４２

３８３

 　

公
民
館
が
め
ざ
す
姿
と
今
後
の

在
り
方
を
定
め
る
同
計
画
案
を
作

成
し
ま
し
た
。

【
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集
】

 

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、

市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
を
有
す

る
法
人
ま
た
は
そ
の
他
の
団
体

■
公
開
・
募
集
期
間
１
月　

日
２７

（
水
）
～
２
月　

日
（
木
）

２５

■
公
開
場
所
市
役
所
第
二
庁
舎
１

階
受
付
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

（
同
６
階
）
、
主
な
市
内
公
共
施

設
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問

FAX

FAX公
民
館
中
長
期
計
画
（
案
）

に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
募
集
と
市
民
説
明
会

対

■
検
討
結
果
の
公
表
等
３
月
（
予

定
）
※
検
討
結
果
と
意
見
内
容
を

公
表
し
ま
す
。
意
見
へ
の
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ
ん

■
提
出
方
法
募
集
期
間
内
に
、
住

所
・
氏
名
・
年
齢
・
意
見
を
明
記

し
、
直
接
、
郵
送
（
必
着
）
、
フ

ァ
ク
ス
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
、
公
民
館
本
館
へ

【
市
民
説
明
会
】

 
 

２
月
７
日
（
日
）
＝
公
民
館

東
分
館
、　

日
（
日
）
＝
公
民
館

１４

貫
井
北
分
館
、
い
ず
れ
も
午
前　
１０

時　

分
～　

時　

分

３０

１１

３０

 

各
回　

人
（
申
込
順
）

２５

 

保
育
あ
り
（
要
事
前
申
込
）

 

１
月　

日
か
ら
、
電
話
ま
た
は

２７

公
民
館
本
館
窓
口
へ

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

公
民
館
本
館
（
〒　

儿
０
０
０

１８４

４
本
町
２
儿　

儿　

☎　

儿　

儿

１５

１１

０４２

３８３

１
１
８
４ 
　

儿　

儿
１
２
２

０４２

３８７

６
）

 　

社
会
教
育
委
員
の
会
議
で
審
議

を
行
い
、
同
計
画
案
を
作
成
し
ま

し
た
。

 

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
、
市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
を

有
す
る
法
人
ま
た
は
そ
の
他
の
団

体■
公
開
・
募
集
期
間
１
月　

日
２０

（
水
）
～
２
月　

日
（
木
）

１８

■
公
開
場
所
生
涯
学
習
課
、
市
役

所
第
二
庁
舎
１
階
受
付
、
情
報
公

開
コ
ー
ナ
ー
（
同
６
階
）
、
主
な

市
内
公
共
施
設
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ■
検
討
結
果
の
公
表
等
３
月
（
予

定
）
※
検
討
結
果
と
意
見
内
容
を

公
表
し
ま
す
。
意
見
へ
の
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ
ん

時
所

定他申問

FAX

第
４
次
生
涯
学
習
推
進
計
画

（
案
）
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
募
集

対

■
提
出
方
法
募
集
期
間
内
に
、
住

所
・
氏
名
・
意
見
を
明
記
し
、
直

接
、
郵
送
（
必
着
）
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、

生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
係
（
〒　
１８４

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所

第
二
庁
舎
７
階
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

７
９ 
　

儿　

儿
１
１
３
３
）
へ

０４２

３８３

  　

お
住
ま
い
の
住
宅
や
周
辺
環
境

に
つ
い
て
の
基
本
方
針
と
し
て
、

住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
を

し
て
い
ま
す
。

　

策
定
に
あ
た
り
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
ご
意
見
を
お
聴
き
す
る
た

め
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し

ま
す
。

 

２
月　

日
（
火
）
午
前　

時
～

１６

１０

正
午

 

前
原
暫
定
集
会
施
設

 
　

人
程
度
（
申
込
順
）

１８

 

１
月　

日
～
２
月
１
日
に
、
電

１５

話
、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
ま
た

は
直
接
、
氏

名
・
住
所
・
電

話
番
号
を
明
記

し
、
ま
ち
づ
く

り
推
進
課
住
宅

係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
６
１ 
　

儿　

儿
２

３８７

０４２

３８７

３
３
１ 

s0
6
0
8
9
9
@
ko
gan
ei

-sh
i.jp

）
へ

 　

令
和
３
年
第
１
回
小
金
井
市
議

会
定
例
会
を
１
月　

日
（
金
）
か

２２

ら
開
催
し
ま
す
。
原
則
、
午
前　
１０

時
か
ら
、
本
会
議
は
議
場
（
市
役

FAX
住
宅
に
関
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
募
集

時所定申

FAX

糸

市
議
会
の
開
催
に
つ
い
て

所
本
庁
舎
４
階
）
、
委
員
会
は
第

一
会
議
室
（
同
３
階
）
で
行
い
ま

す
。

　

な
お
、
議
会
の
様
子
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
配
信
し
て
い
ま

す
。

　

議
会
の
日
程
、
議
案
な
ど
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

議
会
事
務
局
（
☎　

儿　

儿
９

０４２

３８７

９
４
７
）

 
■
勤
務
期
間
４
月
１
日
～
令
和
４

年
３
月　

日
（
原
則
週
１
～
２

３１

日
、
１
日
６
時
間
勤
務
）

■
報
酬
（
時
給
）
２
千
円
※
交
通

費
支
給
な
し

■
資
格
等
要
件
（
公
財
）
日
本
臨

床
心
理
士
資
格
認
定
協
会
が
認
定

す
る
臨
床
心
理
士
資
格
・
公
認
心

理
士
資
格
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る

方
、
ま
た
は
同
資
格
取
得
を
め
ざ

し
て
修
学
し
て
い
る
方

■
募
集
人
数
若
干
名
（
書
類
・
面

問ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

募
集

接
に
よ
る
選
考
）

■
申
込
方
法
２
月
１
日
（
必
着
）

ま
で
に
、
郵
送
ま
た
は
直
接
、
履

歴
書
（
写
真
貼
付
）
に
必
要
事
項

を
明
記
し
、
各
資
格
証
の
写
し
を

添
え
て
指
導
室
指
導
係
（
〒　

儿
１８４

８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第

二
庁
舎
７
階
☎　

儿　

儿
９
８
７

０４２

３８７

７
）
へ

 　

蔵
書
点
検
の
た
め
、
図
書
館
本

館
・
別
館
、
西
之
台
会
館
図
書
室

は
次
の
期
間
休
館
し
ま
す
。
ご
不

便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
期
間
１
月　

日
（
水
）
～
２
月

２７

１
日
（
月
）

 

図
書
館
本
館
（
☎　

儿　

儿
１

０４２

３８３

１
３
８
）

 　

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
に
償
却
資
産
を
お
持
ち
の
方

図
書
館
特
別
休
館
の
お
知
ら
せ

問事
業
経
営
者
の
方
は

償
却
資
産
の
申
告
を

は
、
そ
の
所
有
状
況
を
２
月
１
日

ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
申
告
書
は
令
和
２
年　

月
１

１２

日
に
郵
送
し
ま
し
た
。
該
当
す
る

資
産
を
お
持
ち
の
方
で
、
届
い
て

い
な
い
方
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
「
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
」
に
よ

る
電
子
申
告
が
で
き
ま
す
。
利
用

方
法
等
の
詳
細
は
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
s://w

w
w

.eltax.lta.go
.jp
/

）を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
償
却
資
産
と
は
、
土
地
・
家
屋

以
外
の
資
産
で
、
建
築
設
備
、
駐

車
場
の
舗
装
路
面
、
機
械
、
装
置
、

運
搬
具
、
器
具
、
備
品
な
ど
の
事

業
に
使
用
し
て
い
る
資
産

 

資
産
税
課
家
屋
係
（
市
役
所
第

二
庁
舎
３
階
☎　

儿　

儿
９
８
２

０４２

３８７

１
）

問

　日本国内の各家庭や事業所から発生する食品ロスの量は約
６１２万トン（平成２９年度）、国民１人１日当たりで換算すると
約１３２ｇ（お茶碗約１杯のご飯の量に相当）となり、大量に廃
棄されています。一方で、世界で飢えや栄養不足で苦しんで
いる人々は約８億人いると推計されています。
　食品ロス削減のためには、それぞれが主体的にこの課題に
取り組み、社会全体で対応していく必要があります。
　ごみ対策課では、各家庭で余っている食品を回収するフー
ドドライブ事業、宴会や会食時の最初と最後の２０分は自分の
席で食事をし、食べ残しを減らす２０２０運動、食品ロスの削減
に貢献している店舗等を認定する食品ロス削減推進協力店・
事業所認定制度等、食品ロス削減に関する事業に取り組んで
います。　
　皆さんも食材を買い過ぎないことや使い切る等、生活の中
で実践できることを家族や友人と話してみてください。
 ごみ対策課減量推進係（☎０４２−３８７−９８３５）
【１１月分のごみ排出量報告】
問

ごみ1人1日当たりの排出量（単位：g）

燃やさないごみ
（市内全域） 30.0 32.5 △2.5

11月 目標量 差引

燃やすごみ
（市内全域） 265.4 261.8 3.6

11月 目標量 差引 （参考）燃やすごみ
前月・前年度同月の排出量 261.0 252.3

2年
10月

元年度
11月

（参考）燃やさないごみ
前月・前年度同月の排出量 37.8 26.1

2年
10月

元年度
11月やった

減量成功

目標より
増えちゃった

○２３９


